
２ ８ 川 監 公 第 １ ５ 号 

平成２８年１２月１５日 

川崎市職員措置請求について（公表） 

平成２８年１０月２１日付けをもって受理した標記の請求について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定に基づき監査を実施しましたの

で、請求人に対する通知文を別紙のとおり公表します。 

               川崎市監査委員 村 田 恭 輔 

               同       植 村 京 子 

               同       坂 本   茂 

               同       織 田 勝 久 



（別紙） 

２８川監第５３１号 

平成２８年１２月１５日

 請求人 （※氏名省略）  様 

川崎市監査委員 村 田 恭 輔 

同       植 村 京 子 

同       坂 本   茂 

同       織 田 勝 久 

川崎市職員措置請求について（通知） 

平成２８年１０月２１日付けをもって受理した標記の請求について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定に基づき監査を実施しましたの

で、その結果を次のとおり通知します。 
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監査の結果 

［請求内容］ 

川崎市職員措置請求書 

川崎市監査委員 殿 

 私は昨年８月以降、川崎市中央卸売市場北部市場（以下「北部市場」）内の駐車場使

用に関して、場内の一民間企業、川崎北部市場運送サービス株式会社（以下「運送サー

ビス」）が北部市場に関係する業務が数年前からほんの僅かであるにもかかわらず、大

型トラック９台、普通車４０台分もの駐車場、事務所、倉庫等を占有していることに苦

言を申し上げてきましたが（資料Ａ、Ｂ）、改善する具体的な様子もないようなので業

者別施設使用台帳（資料Ｃ）、北部市場に出入りしている業務車両の総数とその内訳を

情報開示請求して（資料Ｄ）、「関連車両データ（通行証発行分）」（資料Ｅ）を受領いた

しました。しかし、その内容には不備が多く、８月９日に庶務係長に電話で確認をしま

したが、到底理解できる内容ではありませんでした。そこで、８月２２日に北部市場長

宛に手紙を出しました。（資料Ｆ）９月２日に担当の管理課長より返信（資料Ｇ）をい

ただきましたが、納得しかねるので、９月２８日に管理課長宛に正確な資料の公開を求

めて１０月７日迄の期限を付けて再度手紙（資料ｈ）を出しました。無視されました。

１０月１１日に電話したところ「川崎市オンブズマンに説明した以外話をすることはあ

りません」とのそっけないお話でした。 

財産の管理を怠る事実 

 １）運送サービスの唯一北部市場に関係している業務車両はアーム車１台、ゴミ収集

車両（パッカー車）２台であるのに、大型車９台、普通車４０台分もの駐車スペー

スを占有し、その管理者は業務目的も確認することなく、その使用を長い期間黙認

し続けている。 

 ２）運送サービスは現在３３台の車両を使用しているのに、通行証発行の申請を平成

２６年１０月１４日以降故意に行っていない。（条例第８３条、規則第８８条違反）

一方、それらの管理者は家電製品の運送業務のため深夜、早朝に毎日市場に出入し

ている大型トラックと他の市場の取扱い品目を運送しているトラックと識別でき

ないとして長い期間黙認し続けている。 

 ３）駐車場の不正使用の原因は管理者の杜撰な車両管理にある。例えば、当初登録日

が平成２３年１１月１日となっているが、運送サービスは北部市場開設以来場内で

運送業務を行ってきており、３０年もの間、通行証発行の申請を怠ったとは考えに
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くい。又添付書類に記述の通り通行証を備えてある車両の一部がデータに記載され

ていない。 

 ４）事務所使用料、倉庫使用料、買荷保管所使用料が過少請求で誤りがある。 

条例第７２条別表第５には 

事務所使用料   ２０００円 １／㎡ 

倉庫使用料    ２０００円  同 

土地使用料     ４００円  同 

買荷保管所使用料 １９００円  同 

保冷施設使用料  ２７００円  同 

指定駐車場     ４００円  同 

と書かれているが別表第５の金額の範囲内で規則で定めるとあり 

その規則では 

事務所使用料   Ａ １１００円 １／㎡ 

Ｂ １０００円  同 

Ｃ  ９００円  同 

倉庫使用料    Ａ １１４０円  同 

Ｂ １０００円  同 

Ｃ  ９００円  同 

買荷保管所使用料 Ａ  ９００円  同 

Ｂ  ６３０円  同 

Ｃ  ５００円  同 

Ｄ  ４８０円  同 

Ｅ  ３００円  同 

Ｆ  ２８０円  同 

となっておりますが、業者別施設使用台帳によれば運送サービスの事務所はＡラ

ンク、倉庫はＡランク、買荷保管所はＣランクと記載されています。しかし、その

単価の項目には事務所はＢランクの１０００円、倉庫はＣランクの９００円、買荷

保管所はＦランクの２８０円となっている。 

差額を計算すると 

 事務所合計   ２２３㎡×１００円＝ ２２３００円 

 倉庫合計    ８５８㎡×２４０円＝２０５９２０円 

 買荷保管所合計 ２３７㎡×２２０円＝ ５２１４０円 

合計  ２８０３６０円 １／月 

   ３３６４３２０円 １／年 

となります。仮に１０年間誤請求を続けていたとすると￥３３,６４３,２００円
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（税抜き）と莫大な金額となります。 

赤字の特別会計事業体の経理処理としてお粗末で許されない行為と思います。 

運送サービスは１０年程前より北部市場の取扱い品目の運送業務は休止の状態であ

り、管理者は（条例第２６条１号、第３６条、規則４５条）により提出される毎事業年

度の営業報告書を精査すればその事実を確認できたはずです。関連事業者の経営安定化

のためとはいえ１０年近くも市が一民間運送会社にこれほどまでに肩入れし、市民オン

ブズマンの調査に対しても擁護する説明をするのは不自然で不公平です。現在同社に在

籍している元北部市場管理課長が現職であった時期と一致します。不正なことを長く続

けていれば北部市場全体のモラルが著しく低下して、いくら立派なプランを策定しても、

その効果を期待するのは難しいと思います。大きな損失です。 

 私は地方自治法第２４２条第１項の規定により、前述の通り別紙資料を添えて、平成

２９年３月末日までに北部市場と全く関係のない業務車両の場外への退去と関係職員

及び既に退職された傲慢無礼な元職員も含めて厳正な措置を請求いたします。 

４）の誤請求分は規則に基づいて徴収することも請求いたします。 以上 

平成２８年１０月２１日 

住所 （省略） 

職業 （省略）

氏名 （省略）

追伸 北部市場は本年８月２４日に新らたに市の委託業務である多摩生活環境事業所

管内の空き缶、ペットボトル等収集運搬業務を落札しました。昨年のプラスチック等収

集運搬業務と同様に、その収集業務に悪影響が出ることを懸念して、市場内にさらに加

えて１０台のパッカー車の駐車基地を設けて通行し、それを又黙認するようなことがな

いように業務が開始される前に同社、環境局ゴミ収集計画課と連絡を密にして善処され

ることを申し添えます。 

※事実証明書（※苦情調査結果通知書等計１９枚。添付省略） 
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川崎市職員措置請求書補正書 

川崎市監査委員 殿 

 平成２８年１０月２１日付受付番号第８５７号にて提出いたしました職員措置請求

書に下記の通り補正いたします。 

４）事務所使用料、倉庫使用料、買荷保管所使用料に加えて冷蔵施設使用料が過少請求

の誤りがある。 

  冷蔵施設使用料Ａ ￥１１９０を冷蔵施設使用料Ｂ ￥１１７０円で誤請求し２

０円少ない。 

冷蔵施設   ４５０㎡ × ￥２０ ＝ ９０００円 １／月 

 私は地方自治法第２４２条第１項の規定により、前述の通り別紙資料を添えて誤請求

の差額は規則に基き徴収することを請求します。 

平成２８年１０月２５日

住所 （省略） 

職業 （省略）

氏名 （省略）   
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［結果］ 

第１ 請求の受理 

本件措置請求は、平成２８年１０月２１日付けで、「川崎市職員措置請求書」

として提出され、これを補充するものとして、同年１０月２５日付けで「川崎市

職員措置請求書補正書」が提出された。 

本件措置請求において、請求人は、川崎市中央卸売市場北部市場（以下「北部

市場」という。）の駐車場の管理及び事務所使用料等について以下の２点を求め

ている。 

   １ 市の車両管理が不十分であることにより、川崎北部市場運送サービス株式会

社（以下「運送サービス」という。）に対して、北部市場に関係している業務

車両に比して大きな駐車スペースを使用させていることは、駐車場の不正使用

に当たることから、平成２９年３月末日までに北部市場と全く関係のない業務

車両を場外へ退去させるよう勧告すること、及び関係職員等への厳正な措置を

行うよう勧告すること。 

   ２ 運送サービスに使用させている事務所、倉庫、買荷保管所、冷蔵施設に係る

使用料が過少請求で誤りがあることから、規則に基づく使用料との差額を請求

するよう勧告すること。 

本件措置請求については、所定の要件を具備しているものと認められたことか

ら、平成２８年１０月２１日付けで受理することとし、監査対象局を経済労働局

として監査を実施することとした。 

第２ 監査の実施 

１ 請求人の陳述 

監査実施に当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２４２条第６項の規定に基づき、平成２８年１１月２１日、請求人から陳述の

聴取を行った。請求人からは、業者別施設使用台帳等の提出があったほか、陳述

当日に新聞記事切り抜きの提示があり、後日当該資料の提出があった。 

請求人の陳述の際、法第２４２条第７項の規定に基づく経済労働局の関係職員

（以下「関係職員」という。）の立会いがあった。 

２ 関係職員の陳述 

法第２４２条第７項の規定に基づき、平成２８年１１月２１日、関係職員から

陳述の聴取を行った。関係職員からは、「住民監査請求に対する市の考え方」及

び市場内の施設の位置を示す図面の提出があった。 
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関係職員の陳述の際、同項の規定に基づく請求人の立会いがあった。 

３ 監査対象事項 

川崎市職員措置請求書並びに請求人及び関係職員の陳述内容を勘案し、運送サ

ービスが使用する北部市場内の各市場施設のうち、駐車場の利用につき違法又は

不当に財産の管理を怠る事実があるか、また、事務所、倉庫、買荷保管所、冷蔵

施設使用料につき過少請求の誤りがあるかを監査対象事項とした。 

第３ 監査の結果 

１ 請求人の陳述 

陳述の際、請求人が本件措置請求の要旨を補足した内容は、おおむね次のとお

りである。 

（１）北部市場は公共の施設であるのに、公共の施設を一民間運送会社が不正に、

特に駐車場に関しては長い間使用し続けているということと、また、それを黙

認し続けているということである。市場とは関係のない業務ではないかと申し

上げても、それを確認しようとしない。調べようとすれば調べられるのに、そ

れを怠っている。運送サービスが北部市場に関係する仕事をどの程度行ってい

るか、数字でぜひ説明してほしい。 

（２）また、川崎市のホームページの例規集のページから参照できる北部市場の条

例や規則と、それをせずにダイレクトに北部市場業務条例規則というふうに打

ち込んで検索すると出てくる規則の中の料金表が異なっている。市に問い合わ

せをしたところ、細かい条例の中身については、統括機関の責任者にお問い合

わせくださいという話しかいただけないが、今朝も訂正されていない。 

 その辺のことをぜひ確認して欲しいのと、取り寄せた業者別施設使用台帳は、

平成２３年以前は１年間の文書保管ということで、それ以降にシステム化した

ので存在しないから、公開できないと書面で受け取っているが、監査委員の皆

様には、経理伝票などで、いつからこういう形で間違った過少請求をしている

のかをぜひ確認していただきたいということと、例えば１０年前から過少請求

していても、実際に法律的に、もうそんな前のことは時効なのか、関連事業者

に払ってくださいということができるのか、そういうことを専門的に調べてい

ただきたい。 

（３）駐車場の問題に関しては、北部市場で、非常に駐車場が少ないと新聞の記事

にも載っており、場合によっては、立体駐車場を云々ということも新聞紙上に

も載っていた。実際に運送サービスが市場に関係する車両というのは、現在は

３台である。そういうことを指摘しているにもかかわらず、大型車９台、普通
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車４０台分のスペースを現在も使用しているが、どうしてそういうことができ

るのか不思議でしかたがない。その辺をぜひお調べいただきたい。 

（４）駐車場は当然車を停めるためにあるわけなので、市場に出入りする車のリス

トを出していただきたいということで申し上げたところ、関連車両データ（通

行証発行分）というものをいただいたが、これには２５台しか記載されていな

い。ところが、現在３３台の車を使用しているはずである。それはどうしてか

というと、要は申告していないのでこれには載っていないというお話であるが、

非常に不正確である。調べてくださいというと、公開条例というのは、不正確

であっても、新たに調査をして出すものではないため、これ以上の資料は出せ

ないという返事をいただいているが、なぜできないのか伺いたい。 

２ 関係職員の陳述 

陳述の際、関係職員が説明した内容は、おおむね次のとおりである。 

（１）住民監査請求の事項に関する市の認識であるが、法２４２条第１項における

住民監査請求の対象は、違法・不当な財務会計上の行為または財務に関する怠

る事実であり、請求人から指摘を受けている１から３の部分については、この

怠る事実に該当しないと考えている。 

（２）財産の管理を怠る行為１）の記載事項については、全体的に否定をする。北

部市場は、日々産地からのトラックや運送会社のトラックのほか、買出人、取

引先の車両など、多くの車両が２４時間出入りをしている状況であり、その中

で駐車場に関しては、場内の事業者が利用する有料の指定駐車場が９７１台、

買出人が利用する無料の駐車場が６９１台となっており、合計で１，６６２台

の駐車場が配置されている。 

   こういった状況の中で、運送サービスについては、市場の関連事業者として

許可をしている事業者でもあり、適正な使用申請手続をいただき、それに対し

て市が使用指定を行った上で、川崎市中央卸売市場業務条例施行規則（昭和４

７年規則第３６号。以下「市場規則」という。）第９５条別表第２に定められ

た使用料を徴収しており、財務会計上の損害はないものと認識をしている。 

（３）財産の管理を怠る行為２）の記載事項であるが、通行証の発行の申請を故意

に行っていないという指摘の部分については、本市の認否の対象ではない。一

方、以降の部分で、管理者が黙認し続けているという指摘については、否定す

る。また、３番目の財産の管理を怠る行為３）の記載事項であるが、これにつ

いては全体について否定する。北部市場で発行している通行証は、市場内へ入

場する入場資格の確認など、主に市場内の秩序保持を目的に入場車両に対して

発行しているものであり、通行証の発行そのものは、財務会計上の行為に関係
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するものではないと認識している。 

   また、平成２３年１１月１日に全ての通行証の一斉更新を行っており、この

時点で通行証を発行した車両については、関連車両データの登録日、初期登録

年月日の部分について平成２３年１１月１日の日付を入れている。 

（４）財産の管理を怠る行為４）の記載事項については全体について否定する。市

場規則の使用料について、施設管理台帳にランクでアルファベットを示してい

るが、このアルファベットは、施設の使用料を正しく計算するために、システ

ムの内部で設定しているコードとなる。従って、規則で定めている種別に記載

されているアルファベットとは別のものである。例えば、規則上の事務所使用

料Ａという種別に該当するものとして、システム上ではＣというランクを設定

している。これにより市場規則第９５条別表２に定めるとおり、適正に使用料

を徴収しており、申立人が主張するような財務会計上の損害はないものと認識

をしている。 

３ 事実関係の確認等 

請求人の陳述、関係職員の陳述及び関係書類の調査等の結果、次のような事実

関係を確認した。 

（１）北部市場における駐車場の概要 

   北部市場には場内事業者が使用する有料の指定駐車場と、無料の買出人用駐

車場がある。それぞれの駐車場台数は以下の表のとおりである。 

   （表１）北部市場における駐車場台数 

駐車場の区分 使用者 台数（普通車、大型車含む）

指定駐車場（有料） 場内事業者 ９７１台

買出人用駐車場（無料） 買出人 ６９１台

合 計 １，６６２台

（平成２８年１１月１日現在）    

   平成２８年１１月時点で、指定駐車場９７１台のうち大型車２台、普通車８

台の空きがあるほか、普通車最大４８台分については、青果棟屋上防水工事の

ため一時的に使用できない状態にある。また、平成２８年度において、数件程

度、新たに事業者から指定駐車場使用の相談はあるが、実際の申請に至ったも

のはない。 

（２）市場施設の使用指定について 

   運送サービスは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人
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その他の市場の利用者に便益を提供するため、市場内の店舗その他の施設にお

いて業務を営む、川崎市中央卸売市場業務条例（昭和４７年条例第１号。以下

「市場条例」という。）第３０条に定める許可を受けた関連事業者である。 

   また、市場条例第６６条において、関連事業者が使用する市場施設の位置、

面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定することとされており、市場

規則第８９条において、その期間は１年以内とされている。 

   市は、毎年４月１日付で市場施設使用指定書を事業者に発行しており、平成

２８年度において、運送サービスに対し使用指定している指定駐車場、事務所、

倉庫、買荷保管所、冷蔵施設等について、同年４月１日付で市場施設使用指定

書を発行している。 

   なお、同市場施設使用指定書の使用料の欄には、具体的な使用料の額の記載

はなく、「規則に定める額」とのみ記載がされている。 

（３）指定駐車場の指定手続及び市場業務と関係のない車両の取扱について 

   市は、指定駐車場について、場内事業者から駐車場の使用指定希望があった

場合、北部市場に関する業務を行うことを前提に、他の事業者の使用希望を阻

害するような事情等がない限り、基本的には駐車場の使用指定を認める。ただ

し、市場と全く関係のない車両は置くべきではないと認識しており、使用指定

後にそういった車両が駐車していることが外見上明らかであると確認した場

合には、退去するよう指導を行う。 

   運送サービスに対して、市は、申立人の苦情申立てに基づく川崎市市民オン

ブズマンの調査・判断後の平成２８年８月以降、複数回にわたり、市場と関係

のないことが明らかな車両の駐車について改善するよう指導を行っており、平

成２８年１２月末までに約１０台の車両の退去が開始される見込みである。 

（４）指定駐車場及び買出人用駐車場の管理状況について 

市は、市場内の保安、秩序の維持並びに構内諸施設の安全防護を図ることを

目的に、警備業者と川崎市中央卸売市場北部市場保安警備業務委託契約を締結

している。同委託契約仕様書には、警備員が場内に毎日２４時間常駐して警備

を行うこと、駐車場に関しては、警備員が巡回し、車両通行証の掲示指導、不

適正駐車車両のチェック及び排除等を行うことなどが定められている。 

市は、運送サービスが買出人用駐車場や指定範囲以外の指定駐車場に車両を

恒常的に駐車しているとの報告を上記警備業者から受けていないことや、運送

サービスが使用指定を受けている駐車場以外を無断で使用しているとの苦情を

他の事業者から受けていないことなどから、不適正駐車はないとしている。 

なお、監査事務局において平成２８年１１月２８日に現地確認をしたところ、

買出人用駐車場の通行証を掲示していない車両に対しては、通行証の掲示指導
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が行われていた。また、運送サービスが使用する指定駐車場４箇所について、

運送サービスの車両はいずれも指定の範囲内に駐車していた。 

（５）市場内で運送業を営む他社の指定駐車場の指定状況について 

   市場内において、運送サービスと同じく運送業を営む他社（２社）を含めた

指定駐車場の使用指定状況は以下の表の通りである。 

（表２）運送サービス及び運送業を営む他社の指定駐車場の状況 

事業者名 指定駐車場の使用指定面積 

運送サービス ６１６㎡

Ａ社 １，２８４㎡

Ｂ社 １，２２２㎡

（平成２８年１１月１日現在） 

（６）通行証について 

   市は、市場条例第８４条の規定による市場秩序を保持し、業務の適正運営を

確保するため、川崎市中央卸売市場北部市場入場車両通行証登録要領に基づき、

市場に入場する車両に対し、通行証を発行している。 

   同要領によると、市場に入場するものは、必ずその車両を登録し、交付を受

けた通行証を車内に掲示するものとされている。 

   運送サービスに対しては、監査実施時点において、社有車に対して２５枚、

個人（従業員等）に対して４０枚の通行証を発行している。 

（７）運送サービスが行う業務のうち市場関連業務の占める割合について 

   法人である関連事業者にあっては、市場条例第３６条において準用する同条

例第２６条に基づき、毎事業年度の末日現在において作成した営業報告書を、

その日から起算して９０日を経過する日までに、市長に提出しなければならな

いとされている。 

市は、運送サービスの売上に占める市場関連業務の割合がどの程度かは把握

しておらず、上記規定に基づき提出される営業報告書によっても同割合等は確

認できないとしている。 

   同営業報告書の提出を受け確認したところ、運送サービスの業務全体のうち

市場関連業務がどの程度の割合であるかの記載はなく、同割合を確認すること

はできなかった。 

   なお、市によれば、上記規定が関連事業者に対し営業報告書の提出を求めて

いる趣旨は、中央卸売市場における適正かつ健全な運営を確保するため、関連

事業者を含めた市場内事業者の適正かつ健全な経営を確保する必要があるこ
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とによるものであり、財務内容等が記載された営業報告書の提出を求め、主に

負債や損益の動向等の財務状況について確認を行っているとのことであった。

また、卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）、市場条例及び市場規則上、関

連事業者に関し、売上に占める市場関連業務の割合を把握しなければならない

とする規定はない。    

（８）事務所等の市場使用料の金額について 

   本件請求に係る事務所、倉庫、買荷保管所、冷蔵施設の市場使用料について

は、市場規則第９５条において、別表第２に定める金額とされており、以下の

表の通りである。 

（表３）市場使用料の金額（市場規則別表第２より抜粋） 

種別 金額（１㎡当たり・月額・税抜）

事務所使用料Ａ １，１００円

事務所使用料Ｂ １，０００円

事務所使用料Ｃ ９００円

倉庫使用料Ａ １，１４０円

倉庫使用料Ｂ １，０００円

倉庫使用料Ｃ ９００円

買荷保管所使用料Ａ ９００円

買荷保管所使用料Ｂ ６３０円

買荷保管所使用料Ｃ ５００円

買荷保管所使用料Ｄ ４８０円

買荷保管所使用料Ｅ ３００円

買荷保管所使用料Ｆ ２８０円

冷蔵施設使用料Ａ １，１９０円

冷蔵施設使用料Ｂ １，１７０円

冷蔵施設使用料Ｃ ７７０円

   また、請求人が公文書開示請求により開示を受けた運送サービスに係る業者

別施設使用台帳に記載の内容は、以下の表の通りである。なお、業者別施設使

用台帳は、市が北部市場内の歳入業務・業者管理・施設管理等を行うために使

用している「市場管理システム」により出力されたものである。 



12 

（表４）運送サービスに係る業者別施設使用台帳の記載内容（抜粋） 

施設種類 業者別施設使用台帳に記

載されている「ランク」 

単価（１㎡当たり・

月額・税抜） 

事務所 Ａ １，０００円

倉庫 Ａ ９００円

買荷保管所 Ｃ ２８０円

冷蔵施設 Ａ １，１７０円

（９）市場使用料における種別とランクについて 

   北部市場における市場使用料単価の変遷については、昭和５７年の北部市場

開設当初、市は、昭和４８年９月に農林省食品流通局市場課が示した「市場使

用料について」のとおり、市場施設の整備等に要した償却費、修繕費、管理事

務費、損害保険料及び地代を市場使用料によってまかなうとする考え方をもと

に、使用料の単価を設定した。その後も同様の考え方に基づき、新たな施設の

建設や機能追加などに伴い、新たな使用料単価を設定したことに加えて、平成

８年度及び１４年度には市場の取扱高等を踏まえた単価の改正を行っている。 

   これらの新たな使用料単価の設定及び改正の際に、市場規則上の「種別」で

は、規則改正ごとに新たに単価の高い順にアルファベットを振り直す一方で、

平成１１年４月から稼働した市場管理システムで用いている「ランク」では、

施設の使用料単価が変更されても、利用形態の変更や改築などがない限り、基

本的には同一のランクを適用し続けることから、一部の施設において、市場規

則上の種別とシステム上のランクで使用するアルファベットが異なっている

ことが判明した。 

   本件請求において過少請求と請求人から主張のあった事務所、倉庫、買荷保

管所、冷蔵施設における具体的な種別及びランクの適用の経緯は、以下の表の

とおりである。 
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（表５）事務所使用料の種別及びランクの適用経緯 

施設 昭和 57年度 平成 8年度 平成 14年度 備考

事 務

所

事務所

1,000円
（新設）

事務所Ａ

1,100円
ランクＡ※１

事務所Ｂ

1,000円
ランクＡ

基本的な利用

事務所Ｂ

1,000円
ランクＢ※１

事務所Ｃ

900円
ランクＢ

仲卸組合等市場運

営協力団体

事務所Ａ

1,100円
ランクＣ

金融機関等支援除

外事業者

補足  10％値上げ
組合等除く

10％値下げ
金融機関等除く

※１ 「ランク」は、平成１１年４月の市場管理システム稼働時から適用しているが、経緯

を明らかにするために、平成８年度の欄にも記載している。以下表７、表８についても同様。 

（表６）倉庫使用料の種別及びランクの適用経緯 

施設 昭和 57年度 平成 11年度 平成 14年度 備考

倉庫 倉庫

1,000円
（新設）

倉庫Ｂ

1,000円
ランクＡ

倉庫Ｃ

900円
ランクＡ

基本的な利用

倉庫Ａ

1,270円
ランクＢ

（施設改装）

倉庫Ａ

1,140円
ランクＢ

フグ管理のための

倉庫改装

倉庫Ｂ

1,000円
ランクＣ

衛生検査所

補足   10％値下げ
衛生検査所等除く
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（表７）買荷保管所使用料の種別及びランクの適用経緯 

施設 昭和 57年度 平成 8年度 平成 11年度 平成 14年度
買 荷

保 管

所

買荷保管所

280円
（新設）

買荷保管所Ｃ

280円
ランクＣ※１

買荷保管所Ｆ

280円
ランクＣ

買荷保管所Ｆ

280円
ランクＣ

昭和 58年
買荷保管所 1,000円
（新設）

買荷保管所Ａ

1,000円
ランクＡ※１

買荷保管所Ａ

1,000円
ランクＡ

買荷保管所Ａ

900円
ランクＡ

買荷保管所Ｂ

300円
ランクＢ※１

（新設）

買荷保管所Ｅ

300円
ランクＢ

買荷保管所Ｅ

300円
ランクＢ

買荷保管所Ｂ※２

700円
ランクＤ

（新設）

買荷保管所Ｂ

630円
ランクＤ

買荷保管所Ｃ※２

560円
ランクＥ

（新設）

買荷保管所Ｃ

500円
ランクＥ

買荷保管所Ｄ※２

530円
ランクＦ

（新設）

買荷保管所Ｄ

480円
ランクＦ

補足    10％値下げ
指定駐車場以下の

料金は対象外

※２ 買荷保管所Ｂ、Ｃ、Ｄは、平成１１年４月の市場管理システム稼働よりも後の年度途

中（平成１２年１月）に、使用料単価、種別及びランクを設定している。 

（表８）冷蔵施設使用料の種別及びランクの適用経緯 

施設 昭和 57年度 平成 8年度 平成 14年度 平成 25年度
冷蔵

施設

冷蔵施設Ａ

1,300円
（新設）

冷蔵施設Ａ

1,300円
ランクＡ※１

冷蔵施設Ａ

1,170円
ランクＡ

冷蔵施設Ｂ

1,170円
ランクＡ

冷蔵施設Ｂ

700円
（新設）

冷蔵施設Ｂ

770円
ランクＢ※１

冷蔵施設Ｂ

770円
ランクＢ

冷蔵施設Ｃ

770円
ランクＢ

冷蔵施設Ａ

1,190円
ランクＣ

（新設）

補足 一部 10％値上げ 10％値下げ
（※表５～８は経済労働局提出資料に一部加筆し作成。なお、網掛け部分は運送サービスが

使用指定を受ける施設の適用単価）
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（１０）運送サービスに係る市場使用料の納付状況について 

運送サービスに係る指定駐車場、事務所、倉庫、買荷保管所、冷蔵施設の

市場使用料については、平成２８年度分までは全額納付されており、滞納は

ない。 

（１１）請求人の追加提出資料の記載内容について 

北部市場の駐車場が少ないことを示す資料として請求人が提出した新聞記

事の内容について確認したところ、「配送車両の混雑を解消するため、立体駐

車場の導入も検討されている」と記載があるものの、駐車場の不足等を指摘す

る記載はなかった。 

（１２）業者別施設使用台帳において適用される消費税率について 

平成２５年度以前の業者別施設使用台帳における市場使用料の金額につい

て、消費税率が５％であるべきところが８％で計算されていると請求人から陳

述の際に主張があった件について、市に確認したところ、システムの制御上、

台帳印刷時点の消費税率により金額が計算されるためであるが、当時の実際の

請求額について誤りはないと回答があった。 

（１３）ホームページ上の市場規則について 

請求人から、市ホームページの例規集には現行の規則が掲載されているが、

インターネットで「北部市場業務条例規則」と検索すると、現行のものと異な

る市場規則が表示されると指摘された点について、市に確認したところ、改正

前の古い規則がホームページ上に残っていたものであるため、平成２８年１１

月２１日付で削除を行ったと回答があった。 

（１４）卸売市場に係る法令等 

卸売市場に係る法令等について、本件措置請求に関連する箇所を確認したと

ころ、別紙のとおりであった。 

４ 監査委員の判断 

（１）本件措置請求の趣旨について 

本件措置請求は、北部市場の駐車場の管理について、運送サービスに対し、

北部市場に関係している業務車両に比して大きな駐車スペースを使用させて

いることは、駐車場の不正使用に当たることから、北部市場と全く関係のない

業務車両を場外へ退去させるよう勧告すること及び関係職員等への厳正な措

置を行うよう勧告すること、並びに事務所使用料等について過少請求で誤りが

あることから、規則に基づく使用料との差額を請求するよう勧告することを求

めている。 

（２）駐車場の管理について 
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  ア 請求人は、北部市場において指定駐車場の空きがない中で、運送サービス

が北部市場に関係して使用する業務車両の台数に比して多くの指定駐車場

の使用指定を受けており、そのことにより他の事業者が参入できず、市場の

公平性を害していると主張していることから、この点に関して財産の管理を

違法、不当に怠る事実があるかにつき、以下検討する。 

  イ 前記３（１）及び（３）のとおり、北部市場の指定駐車場には現在一定数

の空きスペースがあり、また、青果棟屋上の防水工事の完了後には、より大

きなスペースの確保が予定されている。さらに、他の事業者の使用希望と競

合する等の事情がない場合には、市場に関連する業務を行うことを前提に、

基本的に指定駐車場の使用指定申請を受け付けており、他の事業者の参入を

阻害していることを窺わせる特段の事情は見受けられない。 

    また、前記３（３）のとおり、市は市場と関係のないことが外見上明らか

な車両については退去するよう指導を行うとしており、事実、そういった運

送サービスの車両について改善すべく指導を行っている経過があり、平成２

８年１２月末までに約１０台の車両の退去が開始される見込みである。 

    加えて、前記３（５）のとおり、北部市場内で同じく運送業を営む他社と

比して、運送サービスに偏った駐車場の使用指定が行われている事実は認め

られない。 

  ウ 市の北部市場の駐車場の管理状況についてみると、前記３（４）のとおり、

場内に警備員が常駐して巡回し、車両通行証の掲示指導、不適正駐車車両の

チェック及び排除等を行っていることが認められる。こうした中、市によれ

ば、警備業者や他の事業者から運送サービスに関し不適正駐車があるとの報

告や苦情は受けておらず、平成２８年１１月２８日の現地確認の際も運送サ

ービスの不適正駐車等は確認されなかったことなどから、市の駐車場の管理

及び運送サービスの駐車場の利用に関し、ただちに不当な点があるとはいえ

ない。 

  エ 加えて、前記３（１０）のとおり、運送サービスに係る指定駐車場使用料

について、現時点で滞納はないことが確認された。 

  オ 以上の事情を鑑みれば、市に違法、不当に財産の管理を怠る事実があると

は認められない。 

（３）事務所使用料等に係る過少請求について 

ア 請求人は、運送サービスが使用する事務所、倉庫、買荷保管所、冷蔵施設

に係る市場使用料について、市場規則に定める使用料よりも過少に請求して

いると主張していることから、当該過少請求の誤りがあるかにつき、以下検

討する。 
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イ 事務所使用料等に関しては、前記３（９）のとおり、市場規則の種別で使

用するアルファベットと、業者別施設使用台帳に記載のランクで使用するア

ルファベットが必ずしも一致しておらず、新たな施設の建設や機能追加、使

用料の改正等を経る中で、種別とランクで使用するアルファベットが異なっ

ている施設があること、さらに、運送サービスが使用している事務所、倉庫、

買荷保管所、冷蔵施設については、いずれも種別とランクで異なったアルフ

ァベットを使用していることが認められる。 

各使用料の種別及びランクの適用状況を踏まえて詳細を調査したところ、

運送サービスが使用する事務所、倉庫、買荷保管所、冷蔵施設に係る使用料

については適正な徴収が行われており、過少請求等の誤りはないことが確認

された。 

ウ 加えて、前記３（１０）のとおり、運送サービスが使用する事務所、倉庫、

買荷保管所、冷蔵施設使用料について、現時点で滞納はない。 

エ 以上の事情を鑑みれば、事務所、倉庫、買荷保管所、冷蔵施設使用料の賦

課徴収に関して、市に怠る事実があるとは認められない。 

（４）結論 

以上のことから、請求人の主張にはいずれも理由がないから、本件措置請求

はこれを棄却する。 

５ 意見 

  監査結果は以上のとおりであるが、今回の監査を通じて、監査委員としての 

意見を述べる。 

（１）市場施設使用指定書における金額の記載について 

   市場施設使用指定書を確認したところ、使用料の欄には具体的な金額の記載

がなく、「規則に定める額」とのみ記載がされていた。市の説明によれば、事

業者との間では、事前の調整を経て施設の使用指定に至ることから、使用料の

額について認識の齟齬が生じることはないとのことであるが、使用指定は行政

処分であり、当該使用指定書に基づき不服申立てを行うことが可能であること

からも、使用料を具体的に記載しないことは適切とは言い難い。使用指定書に

使用料の額を明示するよう見直しを行われたい。 

（２）市場規則の種別と市場管理システムのランクについて 

   北部市場の各施設の使用料単価には、新たな施設の建設や機能追加等による

新たな単価の設定や、市場の取扱高等を踏まえた改正等の変遷があり、市場規

則に定める種別と市場管理システムのランクで使用するアルファベットが一

部異なっている状況にあった。市は内部資料により補完しながら事務処理を滞
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りなく執行しているとのことであるが、一見して明らかではないことに加え、

二種類のコードを使い分けることで事務処理誤りが生じる恐れもあることか

ら、明確で分かりやすいコード管理を行うよう見直されたい。 

（３）営業報告書について 

   営業報告書については、法人である関連事業者にあっては毎事業年度の末日

から起算して９０日を経過する日までに市長に提出しなければならないとさ

れているところ、平成２７年度分の運送サービスの営業報告書については、期

限（平成２８年６月２８日）を大幅に経過した平成２８年１１月１０日に提出

がされていた。条例の定めに則り、期限内に営業報告書を提出するよう指導さ

れたい。 

※ 請求人の住所、職業及び氏名は本人の希望により省略したほか、請求書、補正書本文につ

いては、おおむね提出された原文に従って記載した。 

※ 本文中、提出された資料は添付を省略した。 
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卸売市場に係る法令等（本件措置請求に関連する部分のみ） 

１ 卸売市場法（昭和４６年４月３日法律第３５号） 

（目的） 

第一条 この法律は、卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売

市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及

びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及

び流通の円滑化を図り、もつて国民生活の安定に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その

他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な

関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 

２ この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であつて、

卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続し

て開場されるものをいう。 

３ この法律において「中央卸売市場」とは、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及

びその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売

の中核的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の改善にも資す

るものとして、第八条の規定により農林水産大臣の認可を受けて開設される卸売市場をいう。 

（認可の申請） 

第九条 前条第一号又は第二号に該当する地方公共団体は、同条の認可を受けようとするときは、

業務規程及び事業計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならな

い。 

２ 前項の業務規程には、少なくとも次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 

一 中央卸売市場の位置及び面積 

二 取扱品目 

三 開場の期日及び時間 

四 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法（委託手数料に関する事項にあつては、農林水

産省令で定めるもの） 

五 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法 

六 卸売の業務を行う者に関する事項 

別 紙
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七 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項（この章において業務規程で定めるべ

きものとされた事項に限る。） 

八 施設の使用料 

２ 川崎市中央卸売市場業務条例（昭和４７年３月２８日条例第１号） 

（目的） 

第１条 この条例は、川崎市中央卸売市場（以下「市場」という。）に係る卸売市場法（昭和 46

年法律第 35 号。以下「法」という。）第９条第２項に規定する事項及び施設の使用その他必要

な事項について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の

適正化並びにその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目

的とする。 

（営業報告書の提出） 

第 26 条 仲卸業者は、次の各号に掲げる区分に従い、規則で定めるところにより、当該各号に

掲げる日現在において作成した営業報告書をその日から起算して 90 日を経過する日までに、

市長に提出しなければならない。 

(１) 法人である仲卸業者にあっては毎事業年度の末日 

(２) 個人である仲卸業者にあっては毎年 12 月 31 日 

（関連事業者の許可） 

第 30 条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、

市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人（市場内において仲卸業者から販売

を受ける者をいう。以下同じ。）その他の市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者

に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。 

(１) 第３条第１項各号の取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、

貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者 

(２) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を

営む者 

２ 前項の許可を受けて市場内において営業しようとする者は、規則で定める許可申請書を市長

に提出しなければならない。 

（準用規定） 

第 36 条 第 23 条から第 26 条まで及び第 56 条第３項の規定は、関連事業者について準用する。 
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（施設の使用指定等） 

第 66 条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設（市場内の用地及び建物その

他の施設をいう。以下同じ。）の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。 

（使用料等） 

第 72 条 市場使用料は、月単位で納入するものとし、その額は、次に掲げるとおりとする。こ

の場合において、１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

(１) 卸売業者市場使用料、仲卸業者市場使用料及び関連事業者市場使用料 別表第５の金額の

範囲内において規則で定める。 

(２) 前号以外の市場使用料 別表第５の金額に 100 分の 108 を乗じて得た額（土地使用料のう

ち１月以上の使用に係る使用料は、同表の金額）の範囲内において規則で定める。 

（市場秩序の保持等） 

第 84 条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行なっては

ならない。 

２ 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場

入場者に対し、入場の制限その他必要な措置をとることができる。 

３ 川崎市中央卸売市場業務条例施行規則（昭和４７年３月３１日規則第３６号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市中央卸売市場業務条例（昭和 47 年川崎市条例第１号。以下「条例」

という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（指定等の期間） 

第 89 条 条例第 66 条第１項及び第２項の規定による指定又は許可の期間は、１年以内とする。 

（使用料） 

第 95 条 条例第 72 条第１項の規定による使用料の額は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 卸売業者市場使用料、仲卸業者市場使用料及び関連事業者市場使用料 別表第２に定める

金額 

 (２) 前号以外の使用料 別表第２に定める金額に 100 分の 108 を乗じて得た額（土地使用料

のうち１月以上の使用に係る使用料は、別表第２に定める金額） 


